
規 則

�愛媛県規則第３１号
愛媛県行政組織規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２３年６月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県行政組織規則の一部を改正する規則

愛媛県行政組織規則（昭和５５年愛媛県規則第１５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（局及び課）

第４条 次の表の左欄に掲げる部に、それぞれ当該中欄に掲げる局

及び当該右欄に掲げる課を置く。

（局及び課）

第４条 次の表の左欄に掲げる部に、それぞれ当該中欄に掲げる局

及び当該右欄に掲げる課を置く。

省略 省略

県民

環境

部

省略 県民

環境

部

省略

防災局 消防防災安全課、危機管理課、原子力安全対

策課

防災局 消防防災安全課、危機管理課

省略 省略

省略 省略

（県民環境部各課の所掌事務）

第９条 省略

２～５ 省略

６ 危機管理課の所掌事務は、次のとおりとする。

� 災害対策の総合調整及び推進に関すること（他の主管に属す

るものを除く。）。

�～� 省略

７ 原子力安全対策課の所掌事務は、次のとおりとする。

� 原子力災害対策の推進に関すること。

� 伊方原子力発電所の安全の確保に関すること。

� 環境放射線等の調査に関すること。

８ 環境政策課の所掌事務は、次のとおりとする。

�～� 省略

� 省略

９ 省略

１０ 省略

（局に置く職員）

第１６条の２ 省略

２ 防災局に危機管理監及び原子力安全対策推進監を置く。

（県民環境部各課の所掌事務）

第９条 省略

２～５ 省略

６ 危機管理課の所掌事務は、次のとおりとする。

� 災害対策の総合調整及び推進に関すること

。

�～� 省略

７ 環境政策課の所掌事務は、次のとおりとする。

�～� 省略

� 伊方原子力発電所の安全の確保に関すること。

� 環境放射線等の調査に関すること。

� 省略

８ 省略

９ 省略

（局に置く職員）

第１６条の２ 省略

発 行 愛 媛 県
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訓 令

３ 環境局に環境技術専門監 を置く。

４ 省略

５ 省略

（課及び室に置く職員）

第１７条 省略

２ 省略

３ 省略

４ 省略

別表第１（第５条関係）

２ 環境局に環境技術専門監及び原子力安全対策推進監を置く。

３ 省略

４ 省略

（課及び室に置く職員）

第１７条 省略

２ 危機管理課に危機管理監を置く。

３ 省略

４ 省略

５ 省略

別表第１（第５条関係）

課 係 課 係

省略 省略

環境政

策課

環境計画係、大気・環境評価係、水道整備係、温暖

化企画係、温暖化対策係、水・土壌環境係

環境政

策課

環境計画係、大気・環境評価係、水道整備係、温暖

化企画係、温暖化対策係、水・土壌環境係、原子力

安全係

省略 省略

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県訓令第１１号
庁 中 一 般

各 地 方 機 関

労働委員会事務局

愛媛県処務細則等の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成２３年６月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県処務細則等の一部を改正する訓令

（愛媛県処務細則の一部改正）

第１条 愛媛県処務細則（昭和２９年愛媛県訓令第５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（課長等）

第１０条 省略

２ 危機管理監 は、上司の命を受け、特命事項を処理するとと

もに、危機管理対策 に関して、専門的な指導及び

助言を行う。

３ 原子力安全対策推進監は、上司の命を受け、伊方原子力発電所

及びその周辺の安全対策の推進に関する事務を調整し、整理する

とともに、原子力安全対策課に係る当該事務を掌理し、同課の当

該事務を担当する職員を指揮監督する。

４ 環境技術専門監は、上司の命を受け、特命事項を処理するとと

もに、環境局の分掌事務に係る技術に関して、専門的な指導及び

助言を行う。

５ 省略

第１２条 削除

（課長等）

第１０条 省略

２ 環境技術専門監は、上司の命を受け、特命事項を処理するとと

もに、環境局の分掌事務に係る技術に関して、専門的な指導及び

助言を行う。

３ 原子力安全対策推進監は、上司の命を受け、伊方原子力発電所

及びその周辺の安全対策の推進に関する事務を調整し、整理する

とともに、環境政策課 に係る当該事務を掌理し、同課の当

該事務を担当する職員を指揮監督する。

４ 省略

（危機管理監）

第１２条 危機管理監は、上司の命を受け、危機管理対策に関する専

門的な指導及び助言を行う。
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（愛媛県庁事務決裁規程の一部改正）

第２条 愛媛県庁事務決裁規程（昭和５１年愛媛県訓令第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第４（第４条関係）

知事の権限に属する県民環境部関係事務に係る特定決裁事項

別表第４（第４条関係）

知事の権限に属する県民環境部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類

事 項 決裁区分 組

織

名

事務の

種 類

事 項 決裁区分

知

事

専決者 知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

危

機

管

理

課

１ 災害対

策基本法

の施行に

関する事

務（他の

主管に属

するもの

を除く。）

１ 指定地方公共機関の指定

（第２条第６号）

○ 危

機

管

理

課

１ 災害対

策基本法

の施行に

関する事

務

２ 省略 １ 省略

３ 都道府県防災会議の協議

会の設置（第１７条、災害対

策基本法施行令（以下この

部 に お い て「政 令」と い

う。）第１１条）

○

４ 市町防災会議の協議会の

設置等の届出の受理（第１７

条第２項、政令第１２条第２

項）

○

５ 災害対策本部の設置（第

２３条第１項、原子力災害対

策特別措置法第２２条）

○

６ 現地災害対策本部の設置

（第２３条第５項）

○

７ 指定行政機関等の職員の

派遣要請（第２９条第１項）

○ ２ 指定行政機関等の職員の

派遣要請（第２９条 ）

○

８ 指定行政機関等の職員の

派遣要請に係る協議（第２９

条第３項）

○

９ 内閣総理大臣に対する指

定行政機関等の職員の派遣

のあつせんの要求（第３０条

第１項、第２項）

○ ３ 内閣総理大臣に対する指

定行政機関等の職員の派遣

あつせんの要請（第３０条

）

○

１０ 市町長等に対する指定地

方行政機関等の職員の派遣

の あ つ せ ん（第３０条 第１

項、第２項）

○

１１ 内閣総理大臣に対する指

定行政機関等の職員の派遣

のあつせんの要求に係る協

議（第２９条第３項、第３０条

第３項）

○

１２ 省略 ４ 省略
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１３ 市町地域防災計画等の作

成及び修正に係る協議（第

４２条第３項、第４４条第３

項）

○ ５ 市町地域防災計画の作成

等の承認（第４２条）

○

１４ 市町地域防災計画等の作

成及び修正に係る愛媛県防

災会議の意見の聴取（第４２

条第３項、第４４条第３項）

○

１５ 防災訓練の実施（第４８条

第１項、第４項）

○ ６ 防災訓練の実施（第４８条

）

○

１６ 省略 ７ 省略

１７ 災害情報の収集及び伝達

（第５１条 ）

○ ８ 災害情報の収集及び伝達

（第５１条、第５５条）

○

１８ 被害状況等の報告の受理

（第５３条第１項）

○

１９ 被害状況の報告（第５３条

第２項）

○ ９ 被害状況の報告（第５３条

）

○

２０ 災害に関する警報に係る

通知等（第５５条）

○

２１ 通信設備の優先利用要求

等（第５７条、第７９条）

○ １０ 通信設備の優先利用要求

（第５７条 ）

○

２２ 避難の指示等の報告の受

理（第６０条第３項、第６１条

第３項）

○

２３ 市町長が行うべき避難の

指示の代行等（第６０条第５

項、第６項、政令第２３条の

２）

○ １１ 市町長が行うべき避難の

指示等の代行（第６０条第５

項、第６項

）

○

２４ 市町長等の要請による応

援等の決定（第６８条第１

項、第８０条第２項）

○ １２ 市町長等の要請による応

援等の決定（第６８条

）

○

２５ 災害時における市町の事

務の受託等（第６９条、政令

第２８条）

○

２６ 省略 １３ 省略

２７ 指定行政機関の長に対す

る応急措置の要請等（第７０

条第３項）

○ １４ 指定行政機関の長に対す

る応急措置の要請 （第７０

条第３項）

○

２８ 従事命令等の決定（第７１

条第１項、第８１条第１項、

政令第２９条、第３４条第１

項）

○ １５ 従事命令等の決定（第７１

条

）

○

２９ 市町長に対する応急措置

等の指示（第７２条第１項、

第９３条第２項）

○ １６ 市町長に対する応急措置

等の指示（第７２条

）

○

３０ 市町長が実施すべき措置

の代行等（第７３条第１項、

第２項、政令第３０条）

○ １７ 市町長が実施すべき措置

の代行（第７３条

）

○
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３１ 他の都道府県知事等に対

する応援の要求（第７４条第

１項、第９２条第２項）

○ １８ 他の都道府県知事に対す

る応援要請等（第７４条）

○

３２ 災害時における事務の他

の都道府県 に対する委

託等（第７５条、政令第３１

条）

○ １９ 災害時における事務の他

の都道府県知事に対する委

託 （第７５条

）

○

３３ 従事命令等に係る損失補

償等の決定（第８２条、第８４

条第２項）

○ ２０ 従事命令等に係る損失補

償等の決定（第８２条

）

○

３４ 都道府県防災会議の協議

会の規約変更及び廃止（政

令第１１条、第１２条）

○

３５ 通信設備の優先利用等の

要求の手続の協議（政令第

２２条）

○

３６ 災害時における市町の事

務の委託等の届出の受理

（政令第２８条第３項）

○

３７ 緊急通行車両（緊急自動

車を除く。）の確認（政令

第３３条第１項、第２項 ）

○ ２１ 緊急通行車両（緊急自動

車を除く。）の確認（災害

対策基本法施行令第３３条）

○

２ 自衛隊

法の施行

に関する

事務（他

の主管に

属するも

の を 除

く。）

１ 自衛隊の防衛出動等に係

る意見の具申（第１１５条の

６第２項、第１１５条の８第

３ 項 、 第１１５条 の１０第 ４

項、１１５条の１１第５項、第

１１５条の１３第２項、第１１５条

の１４第２項、第１１５条の１５

第２項、第１１５条の１７第２

項、第１１５条の２１第２項、

自衛隊法施行令（以下この

部 に お い て「政 令」と い

う。）第１６１条第２項）

○ ２ 自衛隊

法の施行

に関する

事務

２ 自衛隊の災害派遣要請

（第８３条第１項）

○ １ 自衛隊の災害派遣要請

（第８３条 ）

○

３ 自衛隊の防衛出動時にお

ける物資の収用等（第１０３

条第１項から第４項まで、

第６項、第７項、第１０３条

の２第１項 か ら 第３項 ま

で、政令第１３３条から第１３５

条まで、第１４４条）

○

４ 物資の収用等に係る損失

補償等の決定（第１０３条第

１０項 か ら 第１２項 ま で、第

１０３条 の２第３項、政 令 第

１３７条第２項、第１３９条第２

項、第１４１条第２項、第１４４

条）

○
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５ 報告の徴収及び立入検査

（第１０３条第１３項から第１５

項 ま で、第１０３条 の２第３

項）

○

３～５ 省

略

３～５ 省

略

組

織

名

事務の

種 類

事 項 決裁区分

知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

原

子

力

安

全

対

策

課

１ 災害対

策基本法

の施行に

関する事

務（原子

力災害に

係るもの

に限る。）

１ 現地災害対策本部の設置

（第２３条第５項）

○

２ 指定行政機関等の職員の

派遣要請（第２９条第１項）

○

３ 指定行政機関等の職員の

派遣要請に係る協議（第２９

条第３項）

○

４ 内閣総理大臣に対する指

定行政機関等の職員の派遣

のあつせんの要求（第３０条

第１項、第２項）

○

５ 市町長等に対する指定地

方行政機関等の職員の派遣

の あ つ せ ん（第３０条 第１

項、第２項）

○

６ 内閣総理大臣に対する指

定行政機関等の職員の派遣

のあつせんの要求に係る協

議（第２９条第３項、第３０条

第３項）

○

７ 派遣職員に関する資料の

提出等（第３３条）

○

８ 市町地域防災計画等の作

成及び修正に係る協議（第

４２条第３項、第４４条第３

項）

○

９ 市町地域防災計画等の作

成及び修正に係る愛媛県防

災会議の意見の聴取（第４２

条第３項、第４４条第３項）

○

１０ 防災訓練の実施（第４８条

第１項、第４項）

○

１１ 防災に必要な物資等の備

蓄等の決定（第４９条）

○

１２ 災害情報の収集及び伝達

（第５１条）

○

１３ 被害状況等の報告の受理

（第５３条第１項）

○
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１４ 被害状況の報告（第５３条

第２項）

○

１５ 緊急事態応急対策に関す

る指示に係る通知等（第５５

条、原子力災害対策特別措

置法第２８条第１項）

○

１６ 通信設備の優先利用要求

等（第５７条、第７９条）

○

１７ 避難の指示等の報告の受

理（第６０条第３項、第６１条

第３項）

○

１８ 市町長が行うべき避難の

指示の代行等（第６０条第５

項、第６項、災害対策基本

法施行令（以下この部にお

いて「政令」という。）第

２３条の２）

○

１９ 市町長等の要請による応

援 等 の 決 定（第６８条 第１

項、第８０条第２項）

○

２０ 原子力災害時における市

町の事務の受託等（第６９

条、原子力災害対策特別措

置法第２８条第１項、政令第

２８条）

○

２１ 原子力緊急事態に係る応

急措置の実施（第７０条第１

項、原子力災害対策特別措

置法第２８条第２項）

○

２２ 指定行政機関の長に対す

る応急措置の要請等（第７０

条第３項）

○

２３ 従事命令等の決定（第７１

条第１項、第８１条第１項、

政令第２９条、第３４条第１

項）

○

２４ 市町長に対する応急措置

等の指示（第７２条第１項、

第９３条第２項）

○

２５ 市町長が実施すべき措置

の代行等（第７３条第１項、

第２項、政令第３０条）

○

２６ 他の都道府県知事等に対

する応援の要求（第７４条第

１項、第９２条第２項）

○

２７ 原子力災害時における事

務の他の都道府県に対する

委託等（第７５条、原子力災

害対策特別措置法第２８条第

１項、政令第３１条）

○
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２８ 従事命令等に係る損失補

償等の決定（第８２条、第８４

条第２項）

○

２９ 通信設備の優先利用等の

要求の手続の協議（政令第

２２条）

○

３０ 災害時における市町の事

務の委託等の届出の受理

（政令第２８条第３項）

○

３１ 緊急通行車両（緊急自動

車を除く。）の確認（政令

第３３条第１項、第２項）

○

２ 原子力

災害対策

特別措置

法の施行

に関する

事務

１ 原子力事業者防災業務計

画の作成及び修正に係る協

議（第７条第２項）

○

２ 原子力事業者防災業務計

画の作成及び修正に係る関

係周辺市町長の意見の聴取

（第７条第２項、原子力災

害対策特別措置法施行令第

２条第２項）

○

３ 原子力防災要員の現況の

届 出 の 受 理（第８条 第４

項）

○

４ 原子力防災管理者等の選

任及び解任の届出の受理

（第９条第５項）

○

５ 原子力防災管理者からの

通 報 の 処 理（第１０条 第１

項）

○

６ 主務大臣に対する職員の

派 遣 の 要 請（第１０条 第２

項）

○

７ 放射線測定設備等の現況

の届出の受理（第１１条第３

項）

○

８ 緊急事態応急対策拠点施

設の指定及び変更に係る意

見の具申（第１２条第２項）

○

９ 原子力事業者の応急措置

の報告の処理（第２５条第２

項）

○

１０ 原子力災害事後対策の実

施（第２７条第２項）

○

１１ 緊急事態応急対策又は原

子力災害事後対策に係る援

助の要求（第２８条第６項）

○

１２ 報告の徴収及び立入検査

（第３１条、第３２条第１項）

○
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３ 自衛隊

法の施行

に関する

事務（原

子力災害

に係るも

の に 限

る。）

１ 自衛隊の災害派遣要請

（第８３条第１項）

○

４ 環境放

射線等に

関する事

務

１ 調査計画の策定及び調査

結果に関すること。

○

２ 調査の実施に関するこ

と。

○

３ 広報に関すること。 ○

５ 安全協

定に関す

る事務

１ 安全協定の締結 ○

２ 報告の徴収及び立入検査 ○

３ 措置の要求 ○

備考 この表４の部及び５の部の適用については、同表決裁区

分の欄中「課長」とあるのは、「原子力安全対策推進監」と

する。

組

織

名

事務の

種 類

事 項 決裁区分 組

織

名

事務の

種 類

事 項 決裁区分

知

事

専決者 知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

環

境

政

策

課

１～２９ 省

略

環

境

政

策

課

１～２９ 省

略

３０ 安全協

定に関す

る事務

１ 安全協定の締結 ○

２ 報告の徴収及び立入検査 ○

３ 措置の要求 ○

３１ 環境放

射線等に

関する事

務

１ 調査計画の策定及び調査

結果に関すること。

○

２ 調査の実施に関するこ

と。

○

３ 広報に関すること。 ○

３０ 省略 ３２ 省略

３１ 省略 ３３ 省略

備考 この表３０の部及び３１の部の適用については、同表決裁区

分の欄中「課長」とあるのは、「原子力安全対策推進監」と

する。

（愛媛県職員被服等貸与規程の一部改正）

第３条 愛媛県職員被服等貸与規程（昭和５４年愛媛県訓令第３７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第２（第２条、第５条関係）

作業服等の貸与基準

別表第２（第２条、第５条関係）

作業服等の貸与基準

貸与対象者 品目 数

量

着用

期間

貸与

期間

備考 貸与対象者 品目 数

量

着用

期間

貸与

期間

備考

１～９ 省略 １～９ 省略
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１０ 原子力安全対策課に勤

務する職員のうち、原子

力安全対策に関する現地

調査の業務に従事するも

の

作業

服

１ 年間 ２年 １０ 環境政策課

に勤務する職

員

� 土壌汚

染対策関

係業務に

従事する

もの

作業

服

１ 年間 ２年 現地調

査を担

当する

ものに

限る。

ヘル

メッ

ト

１ 年間 ３年 防寒

服

１ 冬期 ３年

雨が

っぱ

１ 年間 ２年

ゴム

長靴

１ 年間 ２年

� 原子力

安全対策

関係業務

に従事す

るもの

作業

服

１ 年間 ２年 現地調

査を担

当する

ものに

限る。

ヘル

メッ

ト

１ 年間 ３年

１１ 省略 １１ 省略

１２ 環境政策課に勤務する

職員のうち、土壌汚染対

策関係業務に従事するも

の

作業

服

１ 年間 ２年 現地調

査を担

当する

ものに

限る。

防寒

服

１ 冬期 ３年

雨が

つぱ

１ 年間 ２年

ゴム

長靴

１ 年間 ２年

１３ 省略 １２ 省略

１４ 省略 １３ 省略

１５ 省略 １４ 省略

１６ 省略 １５ 省略

１７ 省略 １６ 省略

１８ 省略 １７ 省略

１９ 省略 １８ 省略

２０ 省略 １９ 省略

２１ 省略 ２０ 省略

２２ 省略 ２１ 省略

２３ 省略 ２２ 省略

２４ 省略 ２３ 省略

２５ 省略 ２４ 省略

２６ 省略 ２５ 省略

２７ 省略 ２６ 省略

２８ 省略 ２７ 省略

２９ 省略 ２８ 省略

３０ 省略 ２９ 省略

３１ 省略 ３０ 省略

３２ 省略 ３１ 省略

３３ 省略 ３２ 省略

３４ 省略 ３３ 省略

３５ 省略 ３４ 省略

３６ 省略 ３５ 省略
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３７ 省略 ３６ 省略

３８ 省略 ３７ 省略

３９ 省略 ３８ 省略

４０ 省略 ３９ 省略

４１ 省略 ４０ 省略

４２ 省略 ４１ 省略

４３ 省略 ４２ 省略

４４ 省略 ４３ 省略

４５ 省略 ４４ 省略

４６ 省略 ４５ 省略

４７ 省略 ４６ 省略

４８ 省略 ４７ 省略

（愛媛県地方局事務決裁規程の一部改正）

第４条 愛媛県地方局事務決裁規程（昭和５５年愛媛県訓令第１０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第２（第４条関係）

局長の権限に属する総務企画部関係事務に係る特定決裁事項

別表第２（第４条関係）

局長の権限に属する総務企画部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類

事 項 決裁区分 組

織

名

事務の

種 類

事 項 決裁区分

局

長

専決

者

局

長

専決

者

部

長

課

長

部

長

課

長

総

務

県

民

課

１～３５ 省

略

総

務

県

民

課

１～３５ 省

略

３６ 災害対

策に関す

る事務

１・２ 省略 ３６ 災害対

策に関す

る事務

１・２ 省略

３ 災害対策本部地方局支部の

設置及び解散に関すること。

○

３７～４４ 省

略

３７～４４ 省

略

備考 １・２ 省略

３ 総務県民室においては、この表６の部１の項及び２

の項�並びに７の部１の項� に掲げる

事務については、同表組織名の欄中「総務県民課」と

あるのは「総務県民室」とし、同表決裁区分の欄中

「局長」及び「部長」とあるのは「支局長」として、

同表の規定を適用する。

備考 １・２ 省略

３ 総務県民室においては、この表６の部１の項及び２

の項�、７の部１の項�並びに３６の部３の項に掲げる

事務については、同表組織名の欄中「総務県民課」と

あるのは「総務県民室」とし、同表決裁区分の欄中

「局長」及び「部長」とあるのは「支局長」として、

同表の規定を適用する。

（愛媛県地方局処務規程の一部改正）

第５条 愛媛県地方局処務規程（昭和５６年愛媛県訓令第４０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（支局長の専決事項）

第１５条 省略

２ 支局長の専決すべき事項のうち、総務県民室に関する事項は、

（支局長の専決事項）

第１５条 省略

２ 支局長の専決すべき事項のうち、総務県民室に関する事項は、
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次に掲げるとおりとする。

�～� 省略

３ 省略

次に掲げるとおりとする。

�～� 省略

� 災害対策本部地方局支部の設置及び解散に関すること。

３ 省略

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

平成２３年６月１６日 発行
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